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１ アンケート結果を反映した事業の状況 

「第２期鳥取県公共施設等総合管理計画」を令和８年３月に策定した。 

 
２ 記述意見に対する対応方針 
＜設問＞ 
【問８】その他、第２期鳥取県公共施設等総合管理計画（案）について今後県が取

り組むべきだと考えることなどご意見等がある場合は記入してください。 
 

主な意見 対応方針 

広く広報していく必要があると思う。 
 

計画による取り組みを推進するためには
県民の理解も必要であることから、公共施
設の利用状況や老朽化等の状況について
分かりやすい情報発信を行うことで、県民
の理解醸成を図ることを第２期計画に記
載するとともに実行する。 

インフラ含め公共施設の維持管理にど
れだけお金がかかっているのか，もっ
と見える化して、広く県民に実態を知
らせてほしい。 
 
県民の意見を取り入れながら取り組ん
で欲しい。 
 
不要な建物は解体、売却または有効活
用が必要。 

未利用施設は建物の危険度を確認した上
で解体を進めることとしている。 
また、利用状況が著しく減少すると判断さ
れる施設や現に未利用である施設等、資産
価値に見合わない利用状況となっている
施設については売却を促進し、施設保有量
の縮小と維持管理費用の削減に努めるこ
ととしている。 
 

不要な公共施設は除却すべき。 
公共施設の民間への売却を進めるべ
き。 

減らすことを目標にするのではなく、
増減は必要性から判断することが大事
だと思う。 

公共施設を取り巻く環境や公共施設に求
められるニーズは大きく変化しており、こ
れらに対応した適切な行政サービスを将
来にわたって持続的に提供していくため
に、利用状況やニーズ等、施設ごとに異な
る状況をさまざまな観点から検討し、縮
小、統合、廃止等により公共施設等の最適
化を図ることとしている。 
 

 


